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(57)【要約】
　患者のモニタリング・システム8は、患者10の健康関
連のパラメータをモニタする。医療装置12は、患者10の
健康関連のパラメータの測定値を得る。患者10に付随し
た第１のモバイル機器16は、患者10の健康関連のパラメ
ータを無線で集め、送信する。当該第1のモバイル機器
と通信を行う第2のモバイル機器22は、患者の健康関連
の送信されたパラメータを受信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の健康関連のパラメータの測定値を得るための医療装置と、
　前記患者の健康関連のパラメータを無線で集め、送信するための、前記患者に付随した
第1のモバイル機器と、
　前記患者の健康関連の送信されたパラメータを受信するために、前記第1のモバイル機
器と通信を行う第2のモバイル機器とを有する、患者の健康関連のパラメータをモニタす
るための患者モニタリング・システム。
【請求項２】
　前記第1のモバイル機器及び第2のモバイル機器のうちの少なくとも一つは、IP電話を含
む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第1のモバイル機器及び第2のモバイル機器のうちの少なくとも一つが、ネットワー
クとの通信のために設定されたインタフェース・モジュールを含む、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項４】
　前記医療装置が、前記患者の少なくとも一つのパラメータを検出するセンサと、 短距
離の通信送信機又は人体に結合された通信送信機とを含み、
　前記第1のモバイル機器は、前記医療装置からの短距離通信、又は人体からの通信を受
信するための受信機と、ローカル・エリア・ネットワークを有する無線通信のためのソフ
トウェアでプログラムされたIPインタフェース・モジュールと、 メモリとを含み、
　前記第2のモバイル機器が、IP電話、パーム・ノート、無線インタフェース付のラップ
トップ・コンピュータ、PDA、又は直接若しくはインターネット相互接続を通じ、前記ロ
ーカル・エリア・ネットワークと無線で通信する他のモバイル機器の内の一つを含む、請
求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記医療装置は、前記患者の生理的パラメータを測定するためのセンサを含む、請求項
１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第1のモバイル機器及び第2のモバイル機器のうちの少なくとも一つは、少なくとも
前記測定結果を記憶するための測定メモリを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第2のモバイル機器が、前記患者の測定値を取り出すデータベースを更に含む、請
求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　無線の医療装置が、前記患者の健康に関連した情報を集め、送信する、前記患者に接続
された、複数の無線の医療装置を含む人体センサ・ネットワークを更に含む、請求項１に
記載のシステム。
【請求項９】
　患者及び検査者に対応して、無線の第1のモバイル機器及び第2のモバイル機器を割り当
てるステップと、
　対応する患者とリンクされた医療用測定装置に、前記第１のモバイル機器を関連づける
ステップと、
　前記患者の健康関連のパラメータを、前記医療用測定装置で測定するステップと、
　前記測定の結果を、前記第1のモバイル機器で集めるステップと、
　前記患者の前記測定の結果を、前記第2のモバイル機器に送信するステップとを含む、
モニタリングの方法。
【請求項１０】
　前記第1のモバイル機器及び第2のモバイル機器は、一意的なIPアドレスを各々持ち、
－　割り当てるステップが、前記第1のモバイル機器のIPアドレスを前記第2のモバイル機
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器内に記憶し、前記第2のモバイル機器のIPアドレスを前記第1のモバイル機器内に記憶す
るステップを含み、
－　前記第1のモバイル機器を使って、前記送信ステップが、前記測定された健康パラメ
ータ及び前記第2のIPアドレスをローカル・エリア・ネットワークに無線で送信し、前記
測定された健康パラメータ及び前記第2のIPアドレスを前記第2のモバイル機器に無線で送
信するステップを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　インターネット、ローカル・エリア・ネットワーク、個人的な電話回線網、又は他のネ
ットワークのうちの少なくとも一つを介して、前記第1のモバイル機器と第2のモバイル機
器との間の通信リンクを確立するステップを更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第1のモバイル機器及び前記第1の測定装置のうちの少なくとも一つは、健康パラメ
ータの測定値を記憶するメモリを含み、 更に、
－　健康パラメータが臨界範囲にあるかどうか決定するために、前記測定された健康パラ
メータをモニタするステップと、
－　前記測定された健康パラメータが臨界範囲にあるとの決定に応答して、前記第2のモ
バイル機器に警報を送るステップと、
－　前記警報の受信に応答して、前記第2のモバイル機器から前記第1のモバイル機器にア
クセスし、リアルタイムで前記健康パラメータの測定値を前記第2のモバイル機器に表示
し、選択され記憶された健康パラメータを前記第2のモバイル機器に表示するステップと
を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記測定された健康パラメータを、心電図（ECG)、脳電図（EEG)、筋電図（EMG)、浸潤
性血圧（BP）、非侵襲性血圧（NiBP）、脈拍数、心拍出量、呼吸数、血液中酸素（SpO2）
及び 中心体温のうちの少なくとも一つを含むパラメータの事前に特定された範囲と比較
するステップと、
　前記測定された健康パラメータが範囲外にあるかどうか決定するステップと、
　前記測定された健康パラメータが範囲にあるとの決定に応答し、リアルタイムで前記健
康パラメータの測定値を前記第2のモバイル機器に自動的に表示するステップと、
　前記測定された健康パラメータが範囲外にあるとの決定に応答し、リアルタイムで前記
健康パラメータの測定値を、第2のモバイル機器に自動的に表示し続け、
選択された重大な健康パラメータを前記第2のモバイル機器に表示し、 医療関係者のため
に、テキスト、画像、音声、振動、及び 色アクセントの内の少なくとも一つを含む画像
警報及び音声警報の一つを生成するステップとを更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記患者を割り当てられた臨床医、第三者、及び割り当てられた臨床医よりも患者に物
理的に近い場所に居る、割り当てられた臨床医以外の臨床医のうちの少なくとも１人によ
って、前記患者の健康関連の送信されたパラメータを受信するステップを更に含む、請求
項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記患者の生理的パラメータをセンサで測定するステップを更に有する、請求項９に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記測定結果を、医療装置用メモリ、第1のモバイル機器用メモリ、第2のモバイル機器
用メモリ、病院のデータベース、及びサーバのうちの少なくとも一つに記憶するステップ
を更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　患者の健康関連のパラメータの測定値を得るための医療装置と、
　検査のために、前記患者の前記健康関連のパラメータを無線で集め、送信するための、
患者に付随した第１のモバイル機器と、
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　前記第1のモバイル機器及び臨床医に付随し、前記患者の前記健康関連の送信されたパ
ラメータを受信するための第2のモバイル機器と、
－　前記第1のモバイル機器から前記患者の健康関連のパラメータを受信するため、及び
前記患者の健康関連のパラメータを前記第2のモバイル機器へと送信するために、前記第1
のモバイル機器及び第2のモバイル機器と通信を行うネットワークとを有する、患者の健
康関連のパラメータをモニタするための患者モニタリング・システム。
【請求項１８】
　前記第1のモバイル機器及び第2のモバイル機器のうちの少なくとも一つが、IP電話、携
帯電話、ラップトップ・コンピュータおよびポケットベルの内の少なくとも一つを含む、
請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　一意的に患者を同定する識別コードを、各患者に割り当てるステップと、
　第1のモバイル機器を、選択された患者に割り当てるステップと、
　各患者の識別コードを、それぞれに割り当てられた前記第１のモバイル機器と関連づけ
るステップと、
　臨床医を一意的に同定する識別コードを臨床医に割り当てるステップと、
　各患者の前記識別コードを、前記選択された臨床医と関連づけるステップと、
　第2のモバイル機器を、選択された医師に割り当てるステップと、
　前記医師の識別コードを、割り当てられた前記第2のモバイル機器と関連づけるステッ
プと、
　前記複数の患者の各々の生理的機能を測定するステップと、
　前記測定の結果を、前記第2のモバイル機器に送信するステップとを含む、複数の患者
をモニタする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、モニタリング技術に関する。当該技術は、病院での患者のモニタリングに関
して特定のアプリケーションがあり、このアプリケーションを特に参照して説明されよう
。しかしながら、定年退職者のコミュニティ、介護生活、薬局、コミュニティ・センター
、自宅などでの患者のモニタリングに関連したアプリケーションも見つかるであろうと理
解されるべきである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　一般的に、患者のバイタル・パラメータを測定するための院内患者のモニタリングは、
有線接続に基づいている。より具体的には、遠隔測定モニタリング・システムでは、患者
は一組のセンサを具備する。センサは一般的に患者着用装置（PWD）に接続され、当該装
置はシステムベースの無線技術（例えばDECT又はWLAN）を備えている。当該PWDは、患者
のバイタル・パラメータを、当該無線システムのアクセス・ポイントの一つに無線で送信
する。一旦アクセス・ポイントで受信すると、データはナース・ステーション又は患者情
報センターにケーブルを通じて転送され、医療スタッフは、患者のバイタル・パラメータ
をモニタする。しかしながら、遠隔測定モニタリング・システムは、高価である。重大な
容態の場合には、医師は、ナース・ステーションからポケットベル警報を受信し、容態を
評価するために、患者の側又はナース・ステーションの何れかに居なければならない。
【０００３】
　他のモニタリング・システムにおいては、患者に取り付けられるセンサは、患者の近く
の臨床モニタと無線で通信する人体センサ・ネットワーク（BSN）を形成する。斯様なシ
ステムで用いられることができる短距離無線技術の例は、ブルートゥース、IEEE 802.15.
4/ ZigBee、などである。人体センサ・ネットワークは、患者が臨床モニタと近い集中治
療室に、一般的には配置される。BSNは、他の無線技術と組み合わされない限り、移動し
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ている患者をモニタするために使われることができない。更に、遠隔測定モニタリング・
システムと同様、BSNの概念は、システム内に医師を組み込むことはない。
【０００４】
　一つのアプローチは、主治医が病院無線システム内に留まる限り、医師の居場所と関係
無く患者のリアルタイムのバイタル・パラメータを表示する、シスコ社の無線IP電話 792
0などのIP対応携帯電話を医師に供することである。斯様なシステムでは、医師は、ナー
ス・ステーション又は臨床モニタに物理的に居る必要も無く、患者のバイタル・パラメー
タの潜在的に危険な変化についての警報を受信することができ、患者のバイタル・パラメ
ータを調べることができる。IPモニタリングという解決策は、病院内での医療スタッフの
移動性を可能にし、効率を最適化する。にもかかわらず、当該システムは、患者に移動性
を供しないし、彼等を目障りなセンサ配線からも解放しない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本出願は、新規で改善された方法と、上述した課題その他を解決する装置とを供する。
【０００６】
　一つの態様によって、患者の健康関連のパラメータをモニタする患者モニタリング・シ
ステムが、開示される。医療装置は、患者の健康関連のパラメータの測定値を得る。患者
に結合された第1のモバイル機器が、患者の健康関連のパラメータを無線で集めて、送信
する。当該第1のモバイル機器と通信するよう動作する第2のモバイル機器が、患者の健康
関連の送信されたパラメータを受信する。
【０００７】
　別の態様によって、患者をモニタする方法が、開示される。無線の第1のモバイル機器
及び第2のモバイル機器が、患者及び医療臨床医に割り当てられる。第1のモバイル機器は
、対応する患者にリンクされた医療用測定装置に付随している。患者の健康関連のパラメ
ータが、当該医療用測定装置で測定される。測定の結果が、第1のモバイル機器で集めら
れる。患者の測定結果が、第2のモバイル機器に送信される。
【０００８】
　別の態様によって、患者の健康関連のパラメータをモニタする患者モニタリング・シス
テムが開示される。医療装置は、患者の健康関連のパラメータの測定値を得る。検査のた
め、患者の健康関連のパラメータを無線で集め、送信するために、第1のモバイル機器が
患者に付随している。患者の健康関連の送信されたパラメータを受信するために、第2の
モバイル機器が、第1のモバイル機器及び臨床医と通信し、関連付けられる。
【０００９】
　一つの長所は、医師が無線で患者の測定データを受信して、モニタすることである。
【００１０】
　以下の詳細な説明を読み、理解すると、本発明の尚更なる長所が、当業者により理解さ
れよう。
【００１１】
　本発明は、様々な要素及び要素の取り合わせにて、そして、様々なステップ及びステッ
プの取り合わせにて、形成できる。添付の図は、好ましい実施例を例示する目的だけのも
のであり、本発明を制限するものとして解釈されてはならない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、患者モニタリング・システムの略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１を参照すると、患者モニタリング・システム8において、温度、血圧、体重、心臓
の拍数及びリズム、呼吸、酸素など、バイタル信号の測定値又は健康関連のパラメータが
、医療装置、即ち測定装置又は複数の医療装置12を使用して、1人以上の患者10からモニ
タされる。ある実施例では、同一の患者に付随する医療装置12は、人体センサ・ネットワ
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ーク又はBSN 14を形成する。各患者10は、各測定装置12により行われた測定を無線で受信
するための受信機18などの短距離通信インタフェースを含む、IP電話等の第1のモバイル
機器又は患者用モバイル機器16を着用する。当該患者用モバイル機器16は、医師又は他の
医療専門家24により着用されたIP電話などの第2のモバイル機器、即ち医師用モバイル機
器22に、ローカル・エリア・ネットワーク20を介して更に無線で測定値を通知する。
【００１４】
　通常、IP電話16は、個人電話ネットワーク、ローカル・エリア・ネットワーク（LAN）
又はインターネットなどのベストエフォートタイプ（最善努力型）の通信ネットワークを
介して、音声又はデジタル情報を伝えるために、汎用通信プロトコルを使用する。適切な
IP電話の例は、IEEE 802.11b プロトコルを使用した、シスコ社により製造された統一ワ
イヤレスIP電話7920である。ある実施例では、患者のモバイル機器16及び臨床医のモバイ
ル機器22は、例えば、患者が先ず最初に病院に入院し、主治医が患者に割り当てられた時
に、お互いに通信するために予め設定される。ある実施例では、第1のIP電話及び第2のIP
電話が、バーチャル（仮想）LAN（VLAN）内に構成される。例えば、ネットワーク管理者
は、第1のモバイル機器及び第2のモバイル機器を、ソフトウェアを通じてVLAN内に構成す
る。例えば、第1のモバイル機器が別の場所へ移動すると、当該第１のモバイル機器は如
何なるハードウェアの再構成も必要とすること無く、同じVLAN内に留まる。
【００１５】
　もちろん、当該モバイル機器16、22は、病院のローカル・エリア・ネットワーク、又は
インターネットの無線通信用に構成されることができる携帯電話、パーム・コンピュータ
、ノート・パソコン、ラップトップ・コンピュータ、携帯装置、PDA、ポケットベル、デ
スクトップ・コンピュータ、又は何らかの他の装置であることができる。第1のモバイル
機器16及び第2のモバイル機器22は、ローカル・エリア・ネットワーク又は何らかの他の
適切な通信ネットと通信するための適切なソフトウェア及びハードウェア26、28を含んだ
、付随する通信インタフェースを各々含む。
【００１６】
　通常、ローカル・エリア・ネットワーク20は、複数のアクセス・ポイント又はステーシ
ョン30を繋いでおり（四つのアクセス・ポイントのみが、単純な例示のために示されてい
る）、当該空間の中で作動し、アクセス・ポイント30と通信するよう構成されているモバ
イル機器16、22に無線サービスを供するために、規定された領域又は規定された空間の全
体にわたって分布している。各アクセス・ポイント30は、一般に30～50メートルの、有限
の動作範囲をもち、周知の無線周波数をもった自身専用の無線チャンネル内で動作する。
【００１７】
　アクセス・ポイント30は有線接続されており、さもなければ、有線のネットワークシス
テム又はローカル・エリア・ネットワーク（LAN）20に接続されている。ローカル・エリ
ア・ネットワーク20に接続されていて、付随するソフトウェア手段44及びハードウェア手
段又はプロセッサ46を含む中央コンピュータ42は、モニタリング・システム8の動作を監
督し、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク20の範囲内で利用可能な様々なシステム
及び/又はアプリケーションに、インタフェースを供する。
【００１８】
　各アクセス・ポイント30は、モバイル機器16、22と双方向で通信するための、アンテナ
又は受信／送信手段50を含む。例えば、アクセス・ポイント30は、モバイル機器16、22と
有線のネットワーク20との間で、少なくともデータを受信し、バッファリングし、送信す
る。各モバイル機器16、22は、当該モバイル機器16、22と受信手段／送信手段50との間の
インタフェースを供する、付随したトランシーバ又はインタフェース・モジュール52、54
を含む。
【００１９】
　図１の参照を続けると、患者用モバイル機器16は、測定結果を記憶するために、少なく
とも測定メモリ60を含む。もちろん、例えば、名前、既往歴、診断、治療などの、より多
くの情報が患者用モバイル機器16に記憶され得ることも思慮される。
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【００２０】
　各患者用モバイル機器16は、患者の体に取り付けられるか、又は患者の体に近い位置に
担持される。同様に、医師用モバイル機器22は、医師の体に取り付けられるか、又は医師
の体に近い位置に担持される。
医療装置12は、中央演算処理装置（CPU）62、及びセンサ64を一般に含む。一つの実施例
では、医療装置12は、データの手動入力のためのユーザ・インタフェースを含む。医療装
置12は、センサ64又はユーザ・インタフェースを介して測定を行い、ある実施例では、タ
イムスタンプを測定値に捺印する。当該測定結果は、測定装置12の送信機66を経由して第
1のモバイル機器16の受信機18に、例えば人体に結合された通信プロトコルを用いて、無
線で送られる。送信機70は、この特定の患者に割り当てられた医療専門家の第2のモバイ
ル機器22の受信機72に、ローカル・エリア・ネットワーク20を介して無線で患者のデータ
を送る。医療専門家は、例えば、要求の有り次第、記憶された又はリアルタイムの患者の
測定値を受信する。代替的には、当該医療専門家は、連続的に、第2のモバイル機器22で
患者の測定結果を受信する。ある実施例では、測定データは、測定メモリ60に記憶される
。別の実施例では、患者10の測定データは、病院のデータベース80に記憶される。測定結
果は、少なくとも測定値を含んでいる。ある実施例では、測定結果は、日付、時刻、使用
された測定装置のタイプなど、他のパラメータを含んでいる。オプションで測定装置12は
、将来の通信のために測定値が記憶されるメモリ82を含む。ある実施例では、医師24は、
第2のモバイル機器の送信機84を介して要求を送信することにより、測定結果を、測定メ
モリ60、医療装置のメモリ82及び病院データベース80のうちの少なくとも一つから取り出
す。これは、医師24が患者10の履歴データを検査することを可能にする。ある実施例では
、モバイル機器16、22は、迅速な場所特定機能を容易にするGPSサブシステムを含んでい
る。
【００２１】
　ある実施例では、測位システムは、重大な容態の場合に、医療スタッフが迅速に、彼等
が探している患者を見つけることを可能にし、及び/又は最も近い場所に居る医師又は看
護婦に通知するシステムを可能にする。このような強化は、病院スタッフの効率の更なる
増大につながる。
【００２２】
　CPU 62によって、又は中央の病院のデータベースによって、測定値が重大であると決定
されると、聴覚的な又は視覚的な警報が、主治医又は他の医療関係者のモバイル機器22に
送信される。容態が緊急で、主治医が患者からあまりに遠くに居る場合、警報は最も近い
場所に居る医師又は他の医療専門家に送信されることもできる。警報に応え、音声プロト
コルを用いて、医師は他の医療専門家と同様、患者との音声コミュニケーションを迅速に
行うことができる。
【００２３】
　ある実施例では、患者は別の場所でモニタされる。例えば、患者が自宅か、教育関係の
建物か、商業関係の建物のWLANの範囲に居るとき、又は公的にアクセス可能なWLANインタ
ーネット接続を有する他の場所に居るときは、その場所でモニタされる。自宅及び病院の
WLANは、インターネットを通じて相互接続する。バイタル・データの、IPベースの伝送の
使用を通じて、有力なコスト削減が関与する。さらにまた、安価なIP電話も、患者と医師
との間の個人的な連絡用に可能である。安価な電話コールの可能性と組み合わせたバイタ
ル信号のモニタリングが、病院訪問及び診察訪問の劇的な減少を可能にする。何故ならば
、斯様な訪問が、本当に必要なケース（例えば、追加の医療検査が必要とされる重大な容
態又は重大な事例）に制限されることができるからである。別の実施例では、モバイル機
器は、二重のIP電話／携帯電話のユニットである。これは、直接IP電話通信が利用できな
いときに、冗長な予備通信システムを供する。
【００２４】
　医師は、連続的に患者のバイタル信号を受信できるか、又は警報通知を受信した後に、
患者のバイタル信号を調べるかの、何れかができる。医師が患者の容態の展開を判断でき
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とによって、医師は、患者の過去のバイタル信号を受信し、調べることもできる、
【００２５】
　この態様では、（既存の遠隔測定による解決策とは対照的に）患者は移動可能であり、
電線から完全に自由である。患者は、彼（女）の衣類の下に一つ以上の小型測定装置を着
用して、IP電話を担持するだけである。もちろん、モバイル機器16、22は、衣類に組み込
まれることができ、衣類に付属させることができ、患者又は臨床医などの衣類と連結でき
ることが思慮される。これは、患者の回復を加速し、患者の快適さのレベルを増やす。医
師もまた移動可能で、このことは彼等の仕事のアウトプットを最大にする。患者のバイタ
ル信号は、廊下で、エレベータで、カフェテリアで、又は殆どどこでも、医師がそのとき
に居る場所で点検されることができる。医師がどこに居てもバイタル・パラメータを評価
できるので、患者の安全性が増大する。患者へのIP電話は、医師が患者の容態を評価する
のを助ける、言葉の情報を取り出すことを可能にする。これは、患者看護の品質を増大さ
せる。病院WLANシステムの（再）利用は、非常にコスト効率の良い上記の実行を可能にす
る。患者のモニタリングが必要とされる、異なる病院域間の継ぎ目のない移行ができる（
患者の体のBSNは、置き換えられる必要はない）。
【００２６】
　ある実施例では、複数の患者が、医療専門家に割り当てられる。一般に、各患者が医療
施設に入院すると、対応する一意的な識別番号がこの患者のために設定される。設定され
た一意的な患者の識別番号は、病院のデータベースの対応する患者記録に関連づけられる
。患者の識別子は、患者のモバイル機器に付随する。代替的には、患者の識別子は、送信
された測定結果に付随している。各医師又は医療専門家も、同様に一意的な医師の識別子
を割り当てられる。一意的な識別子は、特定の患者の測定結果を、割り当てられた臨床医
と関連づけることを可能にする。ある実施例では、グラフィックなユーザ・インタフェー
スが、主治医の識別子と、対応する主治医のモバイル機器とに対する各患者の識別子の関
連付けを容易にする。もちろん、患者のモバイル機器を、ソフトウエアプログラム又はソ
フトウエアアルゴリズムなど何らかの他の適切な手段によって、医師のモバイル機器と関
連付けることができることが思慮される。
【００２７】
　本発明は、好ましい実施例を参照して説明されてきた。これまでの詳細な説明を読み、
理解すると、修正及び変更が、当業者に起きるかも知れない。すべての斯様な修正及び変
更が添付の請求項の範囲内又は当該請求項の等価物の範囲内にある限り、本発明は、すべ
ての斯様な修正及び変更を含むものとして解釈されるよう意図されている。
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